
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費（令和５年度一般会計決算分）

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 440,753 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 6,782,306 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

財源内訳

特定財源 一般財源

 国(県)
支出金

町債 その他

引き上げ分の
地方消費税

(社会保障財源化分
の市町村交付金)

その他

3款1項1目 社会福祉総務費 2,180,549 1,221,783 0 8,530 150,847 799,389

3款1項3目 老人福祉費 9,150 427 0 934 1,236 6,553

3款2項1目 児童福祉総務費 388,393 240,793 0 4,671 22,689 120,240

3款2項2目 保育所費 161,371 374 0 13,259 23,453 124,285

3款2項3目 児童措置費 2,189,394 1,608,122 0 109,893 74,830 396,549

3款2項4目 児童福祉施設費 26,092 0 0 0 4,142 21,950

3款2項5目 母子福祉費 12,808 6,334 0 0 1,028 5,446

小　　　計 4,967,757 3,077,833 0 137,287 278,225 1,474,412

3款1項1目 社会福祉総務費
（国保特会繰出分）

541,015 178,751 0 236,082 20,031 106,151

3款1項2目 国民年金費 0 0 0 0 0 0

3款1項4目 介護保険費 492,550 401 0 103,139 61,754 327,256

3款1項6目 後期高齢者医療費 350,136 49,203 0 7,206 46,628 247,099

小　　　計 1,383,701 228,355 0 346,427 128,413 680,506

4款1項2目 予防費 193,362 70,321 0 3,258 19,015 100,768

4款1項3目 母子保健費 237,486 130,131 0 12,237 15,100 80,018

小　　　計 430,848 200,452 0 15,495 34,115 180,786

合　　　計 6,782,306 3,506,640 0 499,209 440,753 2,335,704

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※一般的な事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

1.「社会福祉」とは、生計の困難な者や心身に障がいのある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保すること

　・児童福祉　・母子福祉　・高齢者福祉　・障がい者福祉（身体障がい者福祉・知的障がい者福祉・精神障がい者福祉）など

2.「社会保険」とは、保険的方法によって社会保障を行う制度の総称

　・国民健康保険　・介護保険　・年金など

3.「保健衛生」とは、国民の健康を保つための施策

　・医療に係る施策　・感染症その他の疾病の予防対策　・健康増進対策など
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